
自賠責保険料が平均で１６．４％の値下げに 

 

 

 

 

 

 

 

 

 すべての自動車や原動機付自

転車に加入が義務付けられてい

る自賠責保険。この自賠責保険

の保険料が見直され、２０２０

年４月１日以降に保険期間が始

まる契約を対象に平均で１６．

４％引き下げられることになり

ました。自動車の性能の向上な

どにより交通事故の発生件数が

近年減少傾向にあることや、そ

れに伴う支払保険金の減少など

が主な理由です。 

 沖縄県と離島を除く自家用乗

用車の自賠責保険料は、２年契

約では現行の２万５８３０円か

ら４２８０円安い２万１５５０

円となります。また、軽自動車

は２万５０７０円から３９３０

円値下げされて２万１１４０円

に、原動機付自転車は９９５０

円から１０００円値下げされ

て８９５０円になります。 

 自賠責保険は、交通事故に

よる被害者を救済するため法

律に基づき、すべての自動車

に加入することが義務付けら

れている強制保険です。自動

車の運行によって他人を負傷

させたり死亡させたりしたた

めに、被保険者（保険の補償

を受けられる人）が損害賠償

責任を負う場合の損害につい

て保険金が支払われます。 

 自賠責保険で補償されるの

は、交通事故などで他人を死

亡させたり、ケガをさせたり

した「人身事故」の場合です。

相手への損害賠償に対して保

険金が支払われます。した

がって、「運転者自身のケガ」

「自動車の修理代」「単独の

人身事故（電柱に衝突してケ

ガをしたなど）」「物の損害」

などは保険金が支払われませ

ん。 

 自賠責保険が切れたまま運

転すると１年以下の懲役または

５０万円以下の罰金、および免

許停止などの処罰の対象とな

ります。故意の保険未加入は

もってのほかですが、うっかり

自賠責保険の有効期限が切れ

ていたということのないよう

に、今一度確認してみましょう。 

2020年４月から。自動車
性能の向上などで 

自賠責保険ご加入のお客様にプレゼントキャンペーン実施中！ 
ご愛車の購入・車検前にお声がけください。 

1.事前に必ずご連絡をお願い致します。保険料金をご案内させていただきます。 

2.ご来店が条件です。お願い致します。 

3.車検証と自賠責保険証券・保険料（現金）をお持ちください。 

家庭日用品（BOXティッシュ・洗剤・タオルなど）からランダムに１点プレゼント 

させていただきます。 



望まない受動喫煙の防止を目的に 

改改正正健健康康増増進進法法がが全全面面施施行行！！！！  

 

 

 

喫煙時の配慮の具体例 

喫煙する際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮しましょ

う。 

子どもや患者等、特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では喫

煙を控えましょう。 

喫煙場所を設ける場合には、施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場

所には設置しないようにしましょう。 

喫煙室を設ける場合には、周辺の通行量や周辺の状況をふまえて受動喫煙が生

じない場所にしましょう。 

 

最近、喫煙場所が減ってきているのが実感します。喫煙される方が不自

由な環境ですね。しかしそれでも歩きタバコをされている方をお見かけ

するときも時おりあります。すれ違うのに恐怖を感じる時もあります。

特に小さなお子様には、頭や眼・身体などにもし触ってしまったら一大

事です。喫煙のマナーを守っていただきたいです。 

 望まない受動喫煙の防止を目

的とする改正健康増進法が２０

２０年４月に全面施行されまし

た。子どもや患者などが利用す

る学校や病院などの施設につい

ては先行して、２０１９年７月

から原則敷地内禁煙（屋内全面

禁煙）が義務づけられていまし

たが、２０２０年４月からは対

象範囲が拡大され、飲食店や職

場といった多数の人が利用する

施設についても原則として屋内

禁煙が義務づけられることに

なりました。  

 新たに対象となった施設は

飲食店、旅館、ホテル、理美

容店、デパート、スーパー、

コンビニエンスストア、公衆

浴場、映画館、劇場、パチン

コ店、マージャン店、カラオ

ケボックス、ボウリング場、

インターネットカフェ、ゲー

ムセンター、事業所（職場）、

社会福祉施設、集会場、結婚

式場、葬儀場、鉄道等車両、

旅客船などとなっています。 

 また、２０歳未満の人につ

いては、たとえ喫煙を目的と

しない場合であっても、一切、

喫煙エリア（屋内、屋外を含

めたすべての喫煙室、喫煙設

備）へは立入禁止となります。 

 これまでは「マナー」であっ

たものが「罰則付ルール」へ

と変わるため、これらに違反

すれば、禁煙エリアでの喫煙

（加熱式たばこを含む）はす

べての人を対象に最大３０万

円の罰則（過料）が、また、

禁煙エリアに灰皿等を設置し

た場合は施設の管理権原者に

対して最大５０万円の罰則が

科せられる場合があります。 

 何かがあったときのための

備えとして生命保険や損害保

険がありますが、同時に、日

頃から自身や家族、職場の従

業員などの健康に気を配りた

いものです。 

  

飲食店や職場などで原則
として屋内禁煙義務づけ 

 


